
 
平成 24年 5月 16日 

石 川 県 警 察 本 部 

生 活 安 全 企 画 課 

 

 

フィルタリング とは？ 
フィルタリングとは、違法コンテンツや有害コンテンツを閲覧することを防止す

るアクセス制限のことです。お子様が出会い系サイトに近づかないように、まず、

パソコンや携帯電話のアクセス制限機能をご利用ください。 

お子様がどのようにインターネットや携帯電話を使って

いるのか、ご存じでしょうか。保護者の皆さんが関心を持

つことが大切です。 

パソコンの場合 

市販のソフトのほか財団法人インターネット協会が無償でソフトを提供しています。 

また、プロバイダもフィルタリングサービスを提供しています。詳しい情報は、各プロバイ

ダやインターネット協会にお問い合わせください。 

携帯電話の場合 

携帯電話会社では、出会い系サイト等へのアクセス制限機能等のサービスを提供していま

す。詳しい情報は、携帯電話会社にお問い合わせください。 

青少年の携帯電話には原則としてフィルタリングサービスを利用するよう法律

で定められています。 

石川県では、フィルタリングサービスを利用しない場合は、やむを得ない理由

を書いた文書を携帯電話会社に提出しなければいけません。 
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